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霧島市長前田 終止    

 

        ゴルフ場造成地の土砂流出防止対策について 

 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、貴社が霧島永水地区で造成途中のゴルフ場の状況について、永水地区全水利組合

から調査要請がありましたので、開発協定書及び環境保全協定書に基づき平成 22 年 11 月

２日に立入り調査を実施しました。 

その結果、造成地内に雨水によるシラス地盤の侵食や盛土面の崩落箇所を確認しました。 

 

 貴社ではこれまでも造成地内の崩壊土砂の撤去、調整池の浚渫及び仮沈砂他の整備等の

対応を取られているところですが、今後とも開発協定書及び環境保全協定書に基づき、侵

食防止対策や崩落箇所の安定対策を含め適切な防災措置を講じて下流域への土砂流出防止

を図られるよう要請します。 

 

平成２２年１１月２日、住民の要請により、霧島市と住民合同、業者抜きで現地調査

を行いました。その結果、霧島市行政も造成地内の杜撰な管理を認識した結果の文書

です。文言では要請となっていますが、指導とすべきでしょう。 


